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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年４月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年８月１日 ０９時１１分ごろ 

発生場所 広島県呉市呉港 

 小麗女
こ う る め

島灯台から真方位１５２°１.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°１３.２′ 東経１３２°３１.９′） 

事故の概要  貨物船DYNA
ダ イ ナ

 CAMELLIA
カ メ リ ア

は、係留中、また、旅客フェリー翔
しょう

洋
よう

丸は、

航行中、両船が衝突した。 

翔洋丸は、旅客３人が負傷し、左舷船首部外板の凹損等を生じ、ま

た、DYNA CAMELLIAは、右舷中央部外板の凹損等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年８月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 DYNA CAMELLIA（中華人民共和国香港特別行政区籍） 

５２,９５７トン 

９３８１１９６（ＩＭＯ番号）、DYNA WORLD STEAMSHIP(HK)  

LIMITED 

２３４.９４ｍ×４３.００ｍ×１９.３０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１１,９００kＷ、２００７年１月２３日 

Ｂ 旅客フェリー 翔洋丸、６９６トン 

   １３０６４０、石崎汽船株式会社 

   ５５.９０ｍ×１３.６０ｍ×３.８１ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,９１２kＷ（合計）、平成２年４月２

６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ４０歳 

   甲板高級船員一級（中華人民共和国香港特別行政区発給） 

    交付年月日 ２０１４年２月２０日 

          （２０１６年１１月７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１３年３月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年１１月４日 

    免状有効期間満了日 平成３３年３月１３日 
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機関長Ｂ 男性 ５９歳 

   三級海技士（機関） 

    免 許 年 月 日 平成１４年１１月２１日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年９月１１日 

    免状有効期間満了日 平成２９年１１月２０日 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ３人（旅客） 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板等に凹損及び擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板等に凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１９人が乗り組み、揚げ荷役の目的で呉市にあ

る製鉄所の主原料ふ頭岸壁（以下「本件岸壁」という。）に船首を南

東方に向けて左舷着けで係留していた。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び機関長Ｂほか６人が乗り組み、旅客５４人を乗

せ、車両１２台を積載し、平成２８年８月１日０９時０２分ごろ愛媛

県松山市松山港第１区へ向けて呉港呉区にある中央桟橋から出航し

た。 

Ｂ船は、船長Ｂ、出航作業完了の報告で昇橋した航海士Ｂ、操舵手

１人、狭水道通過までの見張り要員として甲板手１人及び研修員１人

が在橋し、船長Ｂが操船指揮をとって約１４ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で手動操舵により南西進し、本件岸壁の北西方

沖で音戸ノ瀬戸に向けて左転を開始した直後、０９時１０分ごろ船内

電源を喪失した。 

船長Ｂは、直ちに航海士Ｂに投錨準備を指示し、在橋していた甲板

手及び研修員と一緒に船首配置に向かわせ、船内電源が喪失した場合

でも操舵室での主機の操縦が可能であるという理解で、船内電源が復

旧するまでの間、自ら操縦ハンドルを操作してＡ船との衝突回避を試

みるとともに、舵輪を右舵一杯に取らせた。 

Ｂ船は、船内電源が復旧しない状況下、主機を操縦することも、転

舵することもできずに航行を続け、０９時１１分ごろ、約６.０kn の

速力でＢ船の左舷船首部がＡ船の右舷中央部に衝突した。 

機関長Ｂは、機関制御室において、船内電源が復旧した際、配電盤

及び主機操縦盤の状況を確認したところ、主機の操縦権が機関制御室

に移行していることに気付いて操舵室に連絡しようとしたとき、衝撃

を受けた。 

船長Ｂは、旅客の安全、船体の損傷状況等を乗組員に確認させると

ともに、船舶所有者への連絡及び海上保安庁に本事故の発生を通報し

た。 

Ｂ船は、立っていた旅客３人が、衝突の衝撃で転倒し、肘に打撲等
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を負ったが、積載車両に損傷はなかった。 

船長Ｂは、本事故後、操舵室で操舵装置及び主機が正常に作動する

ことを確認した。 

Ｂ船は、本事故後、自力で呉港呉区の公共岸壁に着岸し、旅客を下

船させ、積載車両を陸揚げさせた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船の損傷状況（右舷中央部）、写真２ Ｂ船の損傷

状況（船首部）、写真３ Ｂ船の修理後の状況（船首部）箇所 参

照） 

 その他の事項  Ｂ船は、発電機原動機（以下「補機」という。）を２台搭載してお

り、入出港時にバウスラスタ等を使用するので並列運転としていたも

のの、通常の航海状態では、１台の単独運転で船内電源を賄い、もう

１台を予備の補機として待機させており、本事故当時は、２号補機の

単独運転中であった。 

 Ｂ船は、船内電源を喪失した場合、予備の補機が自動で始動し、約

３０秒後には電源が復旧されるようになっているが、船内電源を喪失

している間、バッテリからの２４Ｖ電源により照明、機関制御システ

ム等に電力が供給できるようになっていた。 

Ｂ船の操舵機は、船内電源が復旧すれば、使用していた操舵機に自

動的に通電されて使用できるよう設定されていた。 

Ｂ船の主機は、常時、主機操縦装置の制御電源装置が２４Ｖ電源に

より維持されており、船内電源が喪失しても停止しない設計となって

いた。 

Ｂ船の主機は、船内電源が喪失してバッテリからの２４Ｖ電源に切

り替わり、一斉に各機器に２４Ｖ電源が供給されてバッテリの電圧降

下が発生した場合、主機操縦装置の制御電源装置が、瞬時に電圧降下

による無電圧状態を検知し、操縦権が自動的に操舵室から機関制御室

に切り替わり、それぞれの主機操縦盤の操縦位置表示灯も切り替わっ

て点灯するようになっていた。 

Ｂ船は、主機の操縦権を移行する場合、主機のクラッチが中立状態

でないと切り替わらない設定となっていたので、機関制御室の操縦ハ

ンドルは常に中立位置となっており、本事故時、操縦権が自動的に操

舵室から機関制御室に切り替わるとともに、主機のクラッチが中立状

態に戻った。 

Ｂ船は、主機の取扱説明書に、船内電源が喪失した際、バッテリか

らの２４Ｖ電源が電圧降下した場合の対処方法に関する記載がなかっ

たので、同対処方法に対する手順書を作成していなかった。 

船長Ｂは、本事故時、操舵室で主機が操縦できないので、主機の運

転状況を機関制御室に確認したものの、主機の操縦権が機関制御室に

切り替わっていることには気付かなかった。 
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機関長Ｂは、本事故時、船内電源が喪失しても、主機は操舵室で正

常に操縦できると思っていたので, バッテリからの２４Ｖ電源が電圧

降下して主機の操縦権が機関制御室に移行することを知らなかった。 

Ｂ船の配電盤は、運転中の補機において、過負荷運転が継続する状

況となった場合、船舶の推進及び安全に係わる重要機器への電力供給

を優先し、空調機等の比較的重要でない機器への電力供給を遮断して

船内電源の喪失を避ける優先遮断機能が設けられていた。 

機関長Ｂは、本事故後、客室係から客室の蛍光灯が暗くなったり明

るくなったりしていたとの報告を聞き、及び配電盤の優先遮断機能が

働いていなかったので、発電機が過負荷状態となって船内電源を喪失

したものではないと思った。 

Ｂ船は、本事故後、修理のため入渠
きょ

した呉市の造船所において、補

機の効力試験を複数回行ったが、船内電源が喪失する状況を再現する

ことはできなかった。 

Ｂ船の補機は、機関製造会社担当者によって点検が行われ、２号補

機の燃料入口側接種ボルトにゴミが蓄積されていることが確認された

ものの、出口側等燃料系統の他の場所からは異物が発見されず、ガバ

ナにも異常はなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり  

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし  

 Ａ船は、本件岸壁に左舷着けで係留中、その右舷中央部にＢ船が衝

突したものと考えられる。 

Ｂ船は、呉港において、本件岸壁の北西方沖で音戸ノ瀬戸に向けて

左転中、船内電源が喪失したことから、操船できずに左転を続け、Ｂ

船の左舷船首部が岸壁に係留中のＡ船の右舷中央部に衝突したものと

考えられる。  

船長Ｂ及び機関長Ｂは、船内電源が喪失された場合でも操舵室での

主機の操縦が可能であると理解していたことから、バッテリからの２

４Ｖ電源が電圧降下した場合、主機の操縦権が機関制御室に移行する

ことを知らなかったものと考えられる。 

２号補機は、燃料入口側接種ボルトにゴミが発見されたことから、

同ゴミが燃料油系統の弁に噛
か

み込むなどして燃料油の供給量が不足し

て回転数が低下し、出力側の周波数及び電圧の低下により主配電盤の

気中遮断器が開放され、船内電源を喪失するに至った可能性があると

考えられるが、燃料油系統内にゴミが入り込んだ経緯を明らかにする

ことはできなかった。 

Ｂ船は、船内電源の喪失と同時にバッテリから２４Ｖ制御電源が供

給されるようになった際、一斉に各機器に同電源が供給され、瞬間的
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にバッテリの電圧降下を発生したことから、主機操縦装置が、２４Ｖ

制御電源の喪失を検知して操縦権を操舵室から機関制御室に切り替え

た可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、船内電源の復旧に伴い操舵装置も原状復帰したものの、Ａ

船の至近まで接近していたことから、船首方向を変えて衝突を回避す

る時間的余裕がなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ｂ船が、呉港において、本件岸壁の北西方沖で音戸ノ瀬

戸に向けて左転中、船内電源が喪失したため、操船できずに左転を続

け、Ｂ船の左舷船首部が岸壁に係留中のＡ船の右舷中央部に衝突した

ものと考えられる。 

参考  船舶所有者は、本事故後、運航する船舶の船長に対し、次の事項を

実施するように通達を発出した。 

 ・音戸ノ瀬戸（双見の鼻）と呉、広島の間の区間を航行する際、補

機２台を並列運転とすること。 

 ・船内電源を喪失した場合、操舵室と機関制御室に掲示した手順書

に従って確認した操縦場所で主機を操縦すること。 

 今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

 ・出入港及び狭い海域を航行する場合、不測の事態を想定して補機

を並列運転とし、余裕のある電力を確保しておくことが望まし

い。  



- 6 - 

付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時  刻 

(時:分:秒) 

船 位※ 
船首方位※

（°） 

対地針路※ 

 (°) 

対地速力 

(kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

09:09:00 34-13-33.3 132-31-52.9 208 207.6 14.1 

09:09:09 34-13-31.3 132-31-51.6 208 209.3 14.2 

09:09:39: 34-13-25.0 132-31-47.6 204 205.6 14.3 

09:09:49 34-13-23.0 132-31-46.7 189 196.0 14.4 

09:10:01 34-13-20.2 132-31-46.4 170 176.3 13.9 

09:10:20 34-13-16.3 132-31-47.8 144 150.4 10.8 

09:10:40 34-13-14.0 132-31-50.2 123 129.7 8.7 

09:10:59 34-13-12.7 132-31-53.0 105 110.2 7.3 

09:11:11 34-13-12.3 132-31-54.6 096 101.0 6.6 

09:11:19 34-13-12.2 132-31-55.5 091 095.0 6.4 

09:11:23 34-13-12.2 132-31-56.0 089 092.3 6.2 

09:11:27 34-13-12.2 132-31-56.6 086 090.5 5.9 

09:11:29 34-13-12.2 132-31-56.8 089 100.1 4.7 

09:11:31 34-13-12.1 132-31-56.9 094 137.4 3.5 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、船首方位及び対地針路は

真方位である。 

 

写真１ Ａ船の損傷状況（右舷中央部） 
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写真２ Ｂ船の損傷状況（船首部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の修理後の状況（船首部）箇所 
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